
 

１．件名：「日本原燃(株)の保安規定変更認可申請に係るヒアリング（新規制基

準対応（再処理施設、廃棄物管理施設））」 

 

２．日時：令和３年５月１３日（木） １０時００分～１１時００分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、大橋管理官補佐、藤原安全審査官、河原崎安全審査専

門職 

日本原燃(株) 

溝部 執行役員 再処理事業部 副事業部長 他４名 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和３年

１月２９日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設に係る保安規定の変更認可申

請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000072.html 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和３年

１月２９日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所廃棄物管理施設に係る保安規定の変更認

可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/WAS/190000082.html 



・ 令和３年５月１１日 

「日本原燃(株)再処理施設及び廃棄物管理施設の保安規定変更認可申請に関

する資料提出」 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 規制庁の大橋です。ただいまから日本原燃再処理施設、また管理施設の保安

規定に係るヒアリングを始めます。 

0:00:10 最初に注意事項についてお伝えしますヒアリングでは不開示情報を発現しな

いようにしてください。発言しまった場合、その場でその旨を指摘するようにし

てください。発言の際はあらかじめ所属氏名を述べてから発言の方をしてくだ

さい。また発現しない際は、マイク等を見るとにするよう、 

0:00:30 お願いいたします。それでは本日の議題ですが、本日は 5月 11日提出のあ

りました。2の 

0:00:38 ②から⑨の資料に基づいて修正点等を月名するようにお願いいたします。こと

でよろしいでしょうか。 

0:00:50 はい、日本原燃の速水でございます。はい。この経営というように進めさせて

いただきます。はい。 

0:00:57 それではまず出席者を御説明していただいた上で資料について説明のほうを

お願いいたします。 

0:01:05 はい、日本原燃の速水でございます。本日バンッて 

0:01:11 その後 1月に送っていただきました保安規定の変更申請の補正をですね、先

日 5月 11日に申請させていただいてございまして、そちらのこの辺の説明、

それからそれにかかる時の資料の修正についての質疑をさせていただきま

す。 

0:01:28 出席者の方ですね。日本原燃再処理事業部から水辺それからの早い。 

0:01:34 未曽オオハシ社会タカハシ以上の米が出席してございます。 

0:01:41 それでは決定させていただきました資料に従いまして、 

0:01:45 内容の御説明をさせていただきたいと考えてございます。 

0:01:49 最初に資料 2－9でございますが、こちらにですね、 

0:01:55 5月 11日にせ精査させいただきました補正申請の中で、どこが 1月 29日の

時点から変更したかというところをまとめさせていただいてございますので、こ

ちらでまず変更点について御説明をさせていただければと思います。 

0:02:11 別途資料 2－9ですね、最初、 

0:02:16 はい。 

0:02:17 8ページございます。こちらの前回もちょっと御説明と提出をさせていただいて

おりましたけれども、今回これまでのヒアリングの進展は小さく踏まえまして、

その中で変更させていただくということで変更の項目をまとめさせていただい

たものでございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:34 全体からの閉講系のこれ黄色でマーキングをさせていただく形で表示をさせて

いただいております。 

0:02:40 やっぱり変更点だけ申しますと、大きくは今回の補正を行う中で社内で整理を

した中で、若干その方が現地形を変更した点の反映、それから、 

0:02:56 当補正項目ですね、ちょっと一部地下しましたので、そちらについては補正項

目の追加の補正内容補正理由等もう追加させていただいてございます。 

0:03:06 右側のほうですね、別途に先ほどの補正で前後表のほうとページということ

で、後ろのほうですね、すみません、別添 1件別件という形で、 

0:03:19 補正書をですねまとめた表のほうをつけてございます。最初のほうが別添 1

廃棄物管理施設の方が別添 2 という形でつけてございますので、こちらです

ね、その際まとめ表の 8項目がそれぞれの項目、音声補正 

0:03:37 エンドレス別件のどこに該当するかというのを右側のほうに記載をさせていた

だいてございます。 

0:03:43 組め項目につきまして 

0:03:47 変更点ですけれども、ナンバー4のその記載のところですね、補正前のとこ

ろ、補正の内容に合わせてちょっと若干記載を修正させていただいてございま

す。 

0:04:00 明日 

0:04:01 それから 8分をいわんページ目になります。 

0:04:05 8分の 4ページ目で、 

0:04:08 21番、22番、こちらのほうは補正項目ですね、ちょっと 21番は、これまで説明

してったんですけど、説明をさせていただいたんですけど、ちょっと今日の方か

らも出ておりますので追加させていただいております。 

0:04:22 2番は、今回補正ですね、申請書を作る中での確認をした中でちょっと表現の

ほうが十分反映されてなかった部分がございましたので、そちらのほうをあわ

せて終了移行させていただくということで、 

0:04:36 ものでございます。基本的に文言の変更といった修正ということです。 

0:04:42 それから 28番ですね、ナンバー28番、8番の 5ページですね、こちらは当金

庫の仕方として、歳出の表現方法廃棄物管理施設に合わせるということでそ

の変更の内容に合わせて変更し、補正内容の記載を修正させていただいてお

ります。 

0:05:04 それからあと 31番につきましては、こちらも補正内容の反映という形になって

ございます。 

0:05:10 ちょ 34番。 

0:05:14 もうしあげ 8分の 6ページの 34番については、こちらの補正項目の追加。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:05:21 それから 8号のページの 37番につきましてはこちらの補正、都市申請書ので

すね変更理由のほうにＤと予備発電機の方ですねちょっと今回、新規制新規

性基準の適応の 1項目として変更してございますので、そちらを 

0:05:38 新たに明確にするという観点で追加させていただいてございます。 

0:05:43 まとめ表については以上になりますので、実際ムラノ補正の内容のご説明した

かということにつきましてはペーパー1の別添 1の投票ですね定値別添 2の

ほうで説明させていただきたいと思います。 

0:06:00 セット別表 1のハッチ部分が 1ページから経営等を 26条ですね、こちらそれ

までを示させていただいた項目になります。 

0:06:10 これはその次のページ基準が 2－2につきましては、こちらがｋＡと。 

0:06:18 再処理の定値大事です。はい、すいません、見ているので、細かいのは要らな

いと、こちらについては、先ほどのまとめ表としてね。踏まえまして、に応じまし

て具体的に 

0:06:35 変更した保守を全盲の形で示させていただいてございます。 

0:06:40 それと、7点だけ御説明させていただきます。 

0:06:47 均圧 8分の 1ページの下から 2行目のためになりますその多種や災害発生

時の体制の整備のところでございます。 

0:06:56 こちらの 

0:06:59 ここも 26条 29条の 6の該当する事象からの所支援現象といたしまして、別

途地震だけではなくて、台風ですとかそれから間伐そういった方への対応も含

めるということ、それがそういったものが、 

0:07:19 あるような表現ということで、括弧書きのほうを補正のほうに追加させていただ

いてございますので、こちらの台風とかですねそれから間伐そういったものに

つきましては特段その系統特記すべきようなその対応というのがないというふ

うに考えてございますので、 

0:07:36 Ａという形で対応として、こちらの計画に基づき実施をするものですけれども、

添付 1のほうの 

0:07:45 やはりして、そういった特に時すべきものを記載をするという考えでそちらのほ

うは、こっちのほうは 0 とはいえ、特に変更していないということでございます

と、こちらも変更につきましては廃棄物管理施設について、 

0:08:01 はい。 

0:08:02 同様でございます。 

0:08:04 すみません、説明は以上です。 

0:08:10 はい。 

0:08:11 続けて、これの資料、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:08:14 もう 

0:08:15 説明させていただく形でよろしいですかね。 

0:08:21 規制庁の藤原です。一旦ここで切っていただいて、そのあとまた 

0:08:27 説明を 2－2から始めていただいたらいいと思いますのでとりあえずここで切

ってください。 

0:08:34 はい、別途では 2－9につけ主に内でございます。資料 2－9については以上

でございます。 

0:08:44 はい。規制庁側から質問等ありますでしょうか。 

0:08:50 委員長がこちらで得た私の方からモリノ 900資料について、別途 3点ほどお

伺いしたいと思います。まず 9の本日説明がありましたまとめの表ですけれど

も、こちらだけ補正でも表該当ページというところが記載されていて、再処理と 

0:09:10 異物管理の、この後の別添 1にっていうところの 

0:09:14 あと係数が振られているとは思うんですけれども、こちらは塗装休日の効果を

切りはないかと思っています。最初のほうでは 8番の壱岐っていうふうに別添

1Ｇを始まっておりまして、即時から 8ページ。 

0:09:30 では、時管理のほうは 5ページ、通算ページたので、これ分母で 9 とか 2 って

いうふうに書かれているんですが、別途、再処理では 8、管理では珊瑚鉄塔誤

記かなと思っていますが、いかがですか。 

0:09:47 はい。ちょっと今までの範囲でございます。すいません、ちょっとませご指摘を

権限系統は誤記でございますが、ございませんでした。 

0:09:57 規制庁の藤村です。それを聞いたがですけども、それで伴うっていうかば別途

全体的に引張サガワの手続きてるから指摘があるので、ページ数を確認した

上で、また一方ですね、適切に修正していただきたいと思います。 

0:10:15 はいっても曲げの範囲でございます。ページ数確認の上、受け記載のほうに

修正をさせていただきます。 

0:10:25 議長の梶原です。次に、先ほどの全国の中で、 

0:10:32 説明があったと思いますが念のための加入させていただきます。児嶋のほう

で撤退や間伐も読めるようにしたということでメーターテントには特筆すべき知

見はないので、ちょっと地震の強化って今って言ったような説明があったかと

思いますが、 

0:10:49 実際まあ台風ですと、受注強化であったりといったところがあったかと思いま

す。それがどういった事象が起こっても、 

0:10:59 全般的にやることだからということで、時つうすべきではないのでここには書い

てませんっていうような形で、別途整理されたのかなというふうに認識はするも

のの、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:08 これ間伐ですと急性の話とかもあったと思うんですね、そういったものは別途、

この 

0:11:15 消化している計画の中では、ある程度読めるようになるというふうに理解して

よろしいですか。 

0:11:23 はい。本件の速水でございます。はい。御説明ＩＭ社協議検知のほうには間伐

等における給水等については、も対応してございません。これ間伐デミズでど

うぞ。 

0:11:38 規制庁カワラサキです。すいませんちょっと音声が途切れがちなのですが、ち

ょっとマイクの位置等を確認して、ちょっともう一度、今おっしゃった部分を発言

いただくようお願いします。 

0:11:56 はい。分業の範囲でございます。鉄塔聞こえておりますでしょうか。はい、大丈

夫ですけど、別途すいません。それではかった後説明させていただきます。は

い、別途説明があって、ご指摘ありました通りですね、間伐台風間伐について

は別途添付 1なども反映してございません。 

0:12:16 名看護師につきましては、水がないということで必要な水を確保するということ

であったようになるというふうに考えてございます。これペット事象から考えて

いき、実施するべきものとしては明確であると考えてございますけれども、そう

いったことを含めて、 

0:12:33 事業許可の法令ですね家約束した事項については、ここの 29条の 6に基づ

き策定する計画の中で、そちらのプロで等を明確にして実施をしていくというこ

とで考えてございます。 

0:12:51 規制庁の藤原です。わかりました。今は管板的と言っておられましたけれど

も、本当の事情でもし何か別途この別途添付 1には書いてないけれどもって

いったところもきちんと計画の中を別途聞かれるということで認識をしておりま

す。 

0:13:08 続いてもう 1点。 

0:13:13 管理のほうの添付 2の上で使う第三紀から昨年秋にかけてのところなんです

けれども、何か案件安重機能を有する機器等というの方で 

0:13:28 定義されて、そこを変えているだけなんですけれども、両括弧のところの括弧

書きの中で、鍵括弧が残っているままで記載がされてきます。今回内のっけに

関する設けばないので、 

0:13:46 今回の目的は例えば 9個というとちょっとぴんとこだと思うので、次回のときに

も、 

0:13:54 別途鍵括弧適したものをあと普通に使うといった形で修正をいただくのを次回

の本申請等で行っていただけるというふうに検討はいただけますでしょうか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:14:09 はい、日本原燃の伴でございます。はいらっしゃらございません。ご指摘の通

り定義して文言使うときには隔壁をつけていない。 

0:14:16 いう形で保安規定の記載してございますのでそちらに合わせた記載になるよう

に変更について、次回以降の理事会の本当にこの中で対応させていただきた

いと思います。 

0:14:31 規制庁の藤原です。わかりました。一方における設計なんてキクチからは以上

です。 

0:14:40 規制庁コサクです。一つ前の話の再確認なんですけど。 

0:14:50 例えば別添 1－8分の 1ページ。 

0:14:56 そうですね。赤字で書かれたという部分。 

0:15:01 そう対応ということがその次の文章での 

0:15:08 添付 1 というところには入っていないということなんですけど。 

0:15:14 この一文目と 2分目の関係っていうのをどう考えて作成され、 

0:15:20 いるのかと。 

0:15:22 いうことともう一つは、この赤字部分で 

0:15:27 影響を及ぼすまでに時間余裕がある自然現象等という中限定をかけているの

はなぜかというところを 1点教えてください。 

0:15:39 はい、多分原燃の早海でございます。最初の質問でございます。1番目と 2文

明の関係ということで、まず一文目もこうで基づき計画書の作成すると、900社

中にあっこのポンプに基づいて覚悟の内容を盛り込むという形で計画書策定 

0:15:58 するということで考えてございます。その計画書を作成する際に、添付 1に示

す、具体的に実施すべき項目ですね、そういったものを盛り込むということで、

添付 1を盛り込みつつ、必要な事項を本文も 

0:16:15 各号に基づいて計画を策定するというか、そういう関係で文書の方向性してま

す。 

0:16:24 それから 2点目。景況舗装で 2時間ＵＲ遅延現象等ということで、 

0:16:38 使って台風とか、それから系統から間伐そういったものについては、ちょっと重

大事故等への提供が 

0:16:49 重大事故等が発生することに移行するような活動の一部と、 

0:16:56 指示書するものというふうに考えてございまして、ちょっとそういったものにつ

いてはこういった時間がある中で必要な措置が講じられるものということで通

期二目の表現として、この文言の使用してございます。 

0:17:14 規制庁不足です。 

0:17:18 その他の使い方た。 

0:17:21 何だと思うんですけど。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:17:28 地震は、 

0:17:30 です。すいません。失礼しました。 

0:17:52 はい。 

0:18:10 規制庁コサクです。すいませんでした。 

0:18:15 実践というのか、この後ろのその他といった後の時間余裕がある自然現象等

ということではなくて、 

0:18:25 鮮新統、 

0:18:28 このほかにも、 

0:18:30 時間余裕があるものを加えますって意味合いで書かれてるっていうことですか

ね。 

0:18:38 なお以下に配備でございます。はい。そういう意図で記載をしてございます。 

0:18:45 規制庁コサクです。わかりました。そうすると 

0:18:50 体制整備の中は、 

0:18:54 時間余裕のないものも含めて実績 

0:18:58 対応する制定改正になっていって、 

0:19:02 時間余裕があっても、 

0:19:04 やりますよった当然やりますよということを明示的に書いたっていうことでよろ

しいですね。 

0:19:11 はい、日本原燃の範囲でございますので、そのようなイトウて記載を追加させ

ていただきました。 

0:19:20 規制庁コサクです。わかりました。それで先ほど言われた給水とかの話は、現

状の下部規定で常に対応取れてるようなものでしょうか。 

0:19:35 日本原燃の伴でございます。 

0:19:38 配布につきましては、よろしいですねあの標準類のほうで策定をして、実際に

運用してございます。旧姓は通常の給水答弁書の系統持たないですかね。え

えと。 

0:19:53 案件管理の中で実証しておるんですけども、間伐手をというところまで含めた

対応がこれはちょっと今後、整備が必要なところでやっぱり規定の変更にあた

って、収益をして進めているものでございます。 

0:20:12 規制庁コサクです。わかりました。そうしたそこらへんのか。 

0:20:16 改正状況とかはほぼ計算のほうで見ていくことになると思いますので、確実に

対応をよろしくお願いします。以上です。 

0:20:30 その他規制庁側から質問ありますでしょうか。 

0:20:37 規制庁コサクです。すいません。あと 1点だけ、今頃になっている質問で申し

訳ないんですけど、社員等というところを、社員を、 
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0:20:47 及び余計にすいません、請負事業者等というふうに書き加えたということなん

ですけど、主建屋等保安規定の中で社員等というのと請負事業者等と言って

いるっていうのは何か定義されてるんでしょうか。 

0:21:06 はい、日本原燃の早海でございます。はい。 

0:21:10 これ規定の使命とちょっと増分パセリなんですけど三条、四条やっぱりよその

ところで、こちらのメンバーの方が定義をしてございます。社員、社員について

は当社社員とか、臨時近地項についてものを含めると、カラオケ事業者につい

てはいわゆる委託業者がね、そういったものが対応しますよという、 

0:21:30 いうことで記載しておりますので、高いそれだけかきちっと含まれるような形で

表現のほうを見直させていただきました。 

0:21:37 規制庁コサクです。わかりました。以上です。 

0:21:44 はい、規程上傾聴側から質問はよろしいでしょうか。 

0:21:50 よろしければ愛銀のほうは次の資料の説明をお願いします。 

0:21:58 はい。日本原燃の速水でございます。それでは引つきまして、2の資料 2の②

から 2の⑧までちょっとご説明させていただきますと、 

0:22:10 7件、 

0:22:13 伏せとポイントだけをちょっと説明する形で進めさせていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたしますまず資料 2の②でございます。こちらについて

は別途書き加え等に項目の変更です。一つは先ほどご説明しました個性内容

ですね、そちらのほうも保安規定の増分のほうに、 

0:22:33 反映をしたというものでございますので、それ以外にですねちょっとこれまでの

系統冷え 

0:22:40 決めサトウを踏まえましてちょっと改めて見直し、外抵当関係の審査基準とし

て、どこにひもづけるのが、でも変わろうというところにドップラしどの審査基準

を主とした抵当改正として指数のほうがいいのかというところで少し若干、 

0:22:59 林のほうさせていただいてございます。 

0:23:01 それとそちらですね、その観点での変更させていただきましたのが、通しペー

ジ 42ページ、人権の 8ページのですね、ＴＨＡＩ30条の 3使用済み燃料溶け

るレート総合試験操作に係る不適合等の管理下こちらの 

0:23:19 これまで 6号の 2のほうに規定して当市がつけてございましたけども、調査に

必要な事項について定めて、そういった観点からでの改正というふうにとらえ

る方がいいだろうということで、こちらのほうに 

0:23:37 としとるな解釈のほうをついて記載するように変更させていただいてございま

すと同様の観点で変更したのが通しページ 42分の 12ページになりますか。

すいません。 
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0:23:53 こちらは系統を第 88条で今回の補正におきまして、対象施設についても途方

質問者の量とそれからそれに基づく定量評価の表示というのを追加させてい

ただきました追加したその条文がですね 

0:24:12 保安規定審査基準のどこに該当するかというところが明確にする観点で条文

を追加をしてございますが、こちらの第 88条の第 4項の変更につきまして

は、審査基準の外。 

0:24:26 95－9ポツ工場の必要な措置が定められていることに関係するものというふう

に考えてございますのでこちらのほうに追加をしてございます。 

0:24:36 次の 42号の 13ページの 103条につきましても同じ観点での追加になってご

ざいます。 

0:24:46 はい。 

0:24:48 再処理施設は、この部分につきましては経営と補正内容の反映という形にな

ってございます。ただ、 

0:24:58 廃棄物管理施設の高ですけども。 

0:25:02 通しページの 42分の 28ページですね。 

0:25:06 こちらの下の第 10条、 

0:25:11 貯蔵管理委員会の審議事項構成等につきましてもこちらも搭載系と同じように

ロック作っオオクボの 2ポツのオカダですね、 

0:25:24 そっちについて定められていること、ことでそちらのほうでの整理が適切で政

党追加記載場所のほう変更してございます。 

0:25:35 これ同じように、通しページ 42号も 31ページのですね、第 

0:25:44 東端 11条放射性気体廃棄物のほう、こちらも 11号の午後から米国からちら

の 9号の鉄骨部、 

0:25:54 ただ北側の 41条の放射線管理等の測定ですね、 

0:26:00 本当によく 

0:26:03 41条の第 6項の記載ですけれども、こちらは 11号の 6に記載してございま

すけども、こちらも対応としてはやっぱ所詮棒状の必要な措置と。 

0:26:14 いうことで遠い重畳するという整理のほうができたということでこちらのほうに

記載のほうをイトウしてございます。 

0:26:24 42分の 3、13ページになりますと 40代 42条のスケッチの 2ポツの中心連絡

手順の整備ですけれども、こちらも 12号の 2ポツから下のですね 2ポツのほ

うから 1ポツの 

0:26:44 統計的に実施事項というのを定めるという 1、 

0:26:47 次がありますので、そちらのほうに記載のほうを移動してございます。 

0:26:52 はい、系統際の 1 ヶ所の移動につきましては以上になります。 
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0:26:58 払えと 42分の 41ページの口径と北のほうで若干修正してございますけれど

も、こちらは 

0:27:06 そうですね、記載の適正化ということで記載が抜けていったところとですね、そ

れから補足の追加ということになってございます。 

0:27:16 すみません、続きまして資料 2の③でございます。資料 2の③につきまして

は、こちらも基本的には補正内容の反映ということでございます。それ以外

に、系統 132分の 5ページ。 

0:27:33 ですね、ウノ系統事業指定本分ですね、の別になりますけども、こちらで 

0:27:41 4ポツの体制施設の位置構造とかですね、テープつつ世界最初の 1 コンタ記

載の仕方はですね他とちょっと整合がとれていない部分がありましたので、生

後完成後という観点でイトウ一般文言のほうの追加をしてございます。 

0:27:58 同じような表修正のほうを示している箇所が何ヶ所かございますけども、基本

的にはそういった観点での修正のみとなってございます。 

0:28:11 それから、続きまして、2－ 

0:28:14 04でございます。 

0:28:17 日本は利用につきましては、こちらの 

0:28:20 はい。 

0:28:21 誤記の訂正ということになってございます。 

0:28:25 2の④の資料の 21分の 10ページのほうでですね、ちょっと 

0:28:30 それと感知間違いですとか表現を期目の表現の修正等の文字のがいただけ

る使ってませんのでそれに合わせて申請してございます。 

0:28:42 あと、21分の 21ページですねえと廃棄物管理施設の通信連絡手段の整備の

増分ですけど、ちょっと条文番号が、すみません、再処理の番号になってござ

いましたので廃棄物管理施設の方に見直しを行ってございます。 

0:28:57 修正は以上になります。 

0:29:00 それから別途 2－0孔、 

0:29:03 来まして、 

0:29:05 イノ 

0:29:07 ⑤についての基本的には閉と。 

0:29:12 内容の反映という形のみの修正となってございます。 

0:29:20 十二分の 

0:29:22 17億円 2ページですね、のほうにＨｏｗ。 

0:29:27 こちらのデイタンク場所青字もしくはちょっと緑でハッチングしてるところが変更

箇所になります。 

0:29:35 十二分の 7ページの青字のように、今回 
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0:29:41 表示の記載を追加を 

0:29:44 さしていただくということ。 

0:29:48 それから、 

0:29:50 後ろのか。 

0:29:52 深部仮称ですが、私は基本的には補正内容の反映という形になってございま

す。 

0:30:00 はい。 

0:30:01 あと、それに伴いまして補正をするというふうに記載してた部分については、今

回全般的に削除させていただいてございます。 

0:30:13 資料 2－0 

0:30:16 これも系統こちらの補正内容の反映ということで、保安規定の情報呼子引っ込

んでいるようなところについて、修正をしてございます。 

0:30:30 はい。 

0:30:32 ヶ所時をハッチングのところへ統制内容の反映となってございます。 

0:30:37 それから 2の⑦でございます。こちらも周辺内はＯＫと補正内容の反映という

形になってございます。 

0:30:48 ちょっと表のほうですね、少しちょっと体裁のほうを少し変更してございますけ

れども、今日の記載は基本的に変更はございませんで、補正内容の変更可能

半円のみとなってございますので、 

0:31:00 先ほどと同じように補正をするというふうに記載している部分については、補

正伴い結果的に削除させていただいてございます。 

0:31:11 別途、 

0:31:13 最後に⑧につきましては、今回補正内容にところが返送等はございません。以

上でございます。説明は以上になります。 

0:31:31 はい、それでは規制上規制庁側から質問等ありますでしょうか。 

0:31:39 野口。 

0:31:41 パラディス核種これだけここをさせていただきますと、まず資料 2－2について

なんですけれども、そうします。 

0:31:49 こっちでは 42号の手法ページで管理のほうは 42－33ページになってるんで

としてみると全くぶれること思います。通信連絡 

0:32:04 これもタケダの整備のところでベントするところを記載されています壁のほうに

今回変更されたということで、1箱のここに書かれていたと。 

0:32:18 ｈポツですね、15の市町の場合に講ずべき措置の 1ポツのほうに弁や消火し

たというふうな説明あったんですけれども、標高ともですね、と関係する部分だ
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というふうには理解しているんですけれども、3種類等管理で解約するところ

で、 

0:32:34 低下傾向が違っているような気がするんですけど、この辺りの整理ってとなっ

ていますでしょうか。 

0:32:44 はい、系統電源の配備でございますが、等深線今回あの廃棄物管理施設の

方ですねちょっと位置んと記載値ですね人するところの変更させていただきま

すとすいません、そういう意味ではい回数についても同じ 

0:33:01 同じ関係というか同じ 

0:33:06 ちょっとスズキでした。ちょっとそこが海丘したいと整合して休憩ができておりま

せんでした向けで、そちらのほう海丘期間に合わせて人するところ。 

0:33:21 対処については 14号の 1ポツということで修正のほうさせていただきたいと

思います。 

0:33:30 藤原です。わかりました。規程類を作成することっていう形でもって手順の方た

ちが持っていって、ここで今のことにされているって、この関係はないけれど

も、一方のほうをメインとしますっていうふうにも出席されるということで理解し

まして、それで、結果、 

0:33:47 はい、本件の範囲でございます。その理解で結構でございます。 

0:33:54 続きましても同様の計算なんですけれども、ちょっと天然関係の規定の追加が

今回再処理でも管理でもらったかと思います。それぞれの方では、と燃料の買

いピット移送開放故障の規定の追加でやって、 

0:34:11 江藤管理のほうは、やっぱり点検。 

0:34:15 この内側の主要工事の時の敬語追加されているというところの部分ですけれ

ども、 

0:34:21 再処理では 42番の 8から 9ページ。 

0:34:26 回答して管理のほうは 42ページ、38ページだと思います。団地のほうでは、

この電源関係、私は、6行起こった鉄塔操作のところはここに指摘事項や公

布、 

0:34:41 こちらに適合がメインであるというふうに 

0:34:45 されていて、一方で管理は 15 コサクｄすべく管理のほうで別途学校をメインと

して整理されているというところなんですけどもこちらについても発覚ほどこん

な時間停電しますが、メインとするとこんな考え方っていうのは合っていますで

しょうか。 

0:35:04 どこが得られたかちょっと説明をしてください。 
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0:35:09 はい、結構、日本原燃の速水でございます。最初に 2につきましては非常用Ｄ

Ｇのその弁限定と燃料の確保であったりとそれから移送開放故障の対応とい

うことで、通常の運転操作、 

0:35:25 そして、実施をするものという意味合いが強いということで、 

0:35:30 こちらの 

0:35:33 5ポツの操作に必要な事項について定めるというところで関係を整理をしてさ

せていただいてございます。 

0:35:41 一般の廃棄物管理施設につきましては、 

0:35:47 実施するＳＯＰ措置の内容といたしまして通常使用する。 

0:35:54 と運転予備用ディーゼル発電機が使えない場合の措置ということで、 

0:36:03 48分との関係も含めて、現行の定値補助の施設管理のほうに荷重 

0:36:10 そうですし、管理のほうに整理をさせていただいてございますけども、実施の

目的ですねその配備の目的というのがやはり施設の運転管理を適切に実施

をするという意味で、 

0:36:25 必要な点検を確保するということでの条文、さっきの情報も変更となってござい

ますので、最初に合わせた形で 

0:36:36 審査基準のほうがイトウする場面とするところも見直しのほうをさせていただき

たいというふうに考えてございます。 

0:36:43 ＪＰ、 

0:36:45 山口です。 

0:36:47 おかしなデータブック広報部門、 

0:36:51 オオクボの 4ポツ目が年目にペーパーとやってくるという理解でよろしいです

か。今は多分書け箇所として書かれていて、10時から 15配置お客様の施設

管理のほうがいいんですよというふうに記載をされているんですけども。 

0:37:10 こちらの 4ポツのほうが、 

0:37:13 はい。 

0:37:14 その方がメインとされて 15－1、1ポツにも関係しますという形で整理されると

いう理解でよろしいですか。 

0:37:25 はい。日本芸の範囲でございます。はいその経営層と言って結構でございま

す。 

0:37:33 規制庁の藤村です。わかりました。人に関しての認可を受けと資料に関して私

からは以上です。どこの方に今にたければ皆さんに移りますが、いかがでしょ

うか。 

0:37:58 規制庁の藤原です。他にないようですので、イノさんの資料の確認を移りたい

と思います。 
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0:38:08 皆さんところで、例えば 131－19ページ。 

0:38:17 が、 

0:38:20 やっぱりここだけではなくて、幾つか体制整備のところでの説明の部分なんで

すか、説明だったんですね、説明欄に説明を別途というふうに変えていただい

ているんですけれども、その 32ページ目、19ページ。 

0:38:35 説明があって、（9）のところなんですが、なぜこの赤いところですけれども、 

0:38:40 事業所においては読めて実施シフトした事項の値ということでこの日減るとい

うところが動きはないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

0:38:52 はい、日本原燃の早海でございます。はい、系統ご指摘の通り、ここは実施す

るとした事項ということで記載をするところをちょっと今日受けない表現として

市が入ってございました動きでございます。 

0:39:06 町の藤原です。 

0:39:09 こういった規格ところやんヶ所かありますので、想定出火適切に修正をしてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

0:39:19 はい、日本原燃の伴でございます。評価書について確認をして修正をさせてい

ただきます。 

0:39:28 議長の内訳続いてなんですけれども、ちょっと絵の部分の説明の資料で店舗

1－2 とかですね、その括弧の管理の部分。 

0:39:41 こちらについてもなんですけれども、こちらのほうへと含めてこちらも関係ない

んですが、兵庫タイトルで一番トガシのところを保安規定変更箇所となってい

ます。今回の新旧であれば変更箇所で、それがどういった 

0:40:01 許可で約束していた部分なのかって言った説明になっていると思うんですが、

今期っていうところは特にとりに対する変更というものではないので、該当部

署とか、そういったところの効果が記載のほう既設こと思いますがいかがでし

ょうか。 

0:40:17 はい、速水でございますはいすいません御指摘の通り今回変更した箇所では

ないので保安規定該当箇所といった表現が適切ではないかというふうに思い

ます。ちょっとこちらも適切な表現がございました。申し訳ございません。 

0:40:35 規制庁の梶原です。要はこの点も修正をお願いします。あと可能であればな

んですけれども、先ほどのイノ市の資料で何もかも資料っていうのがこの表形

式で整理されていて、たまに県がちょっと見えなかったりと聞いてしまっていた

というところがございます。 

0:40:54 今回の修正に伴って火報であれば、その辺りも綺麗にしていただけたらと思い

ますのでよろしくお願いします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:41:03 はい、結構日本ではございます。ちょっと確認をしてきたのかぐらいはちょっと

修正をさせていただきたいと思います。 

0:41:14 都の藤村です。よろしくお願いします。イノ 2から機能は次の資料について私

からデッキは以上でございます。 

0:41:30 ほか規制庁から質問ありますでしょうか。 

0:41:49 規制庁かからでは質問はないということで理解しました。 

0:41:54 それでは本日の説明の資料は以上になると思いますけれども、 

0:42:01 全体を通して規制庁側からまた原燃から何かありますでしょうか。 

0:42:09 規制庁の藤原です。今回イノ 2から 2－9の資料で、ちょっとこのヒアリングに

おいて、少し修正箇所が生じたと思います。 

0:42:19 このシュミット修繕について修正版は、先ほど提出いただけますでしょうかねと

か、わかれば教えていただきたいんですけれども、 

0:42:29 はい。日本原燃の早海でございます。はい、別途いただきましたコメントの反

映につきまして、掃気を実施させていただきたいと思います。ただ、最後にい

ただきまして傾斜の部分はですね、ちょっと確認しますけども 

0:42:47 このとかですねそれはファイアＰＤＦ化するときのちょっと上の問題というふうな

形でもあるかもしれませんので、ちょっとそういったところで時間を要するとあり

ますのでそこ、そういったものであればちょっと変更の修正のほうは、 

0:43:03 欲しいいただくとして、 

0:43:07 コメントの範囲につきましては、掃気す 17日とか、そういった形で 

0:43:16 研修背番号提出させていただけるように進めさせていただきたいと考えており

ます。 

0:43:24 その補助壁わかりました権限とかはないようではないので可能であるかという

範囲で結構です。あとそういったところで携わって予見資料が切れちゃってなく

なってしまっても困りますので、可能な範囲でということで結構です。塗膜 17

日に回っていっていただけるというめどで、 

0:43:42 作業していただけるということで理解いたしました。 

0:43:50 ほか規制庁観点。 

0:43:53 前年から 6回了解しましたということを私、 

0:44:01 決定いただくだけでしたのではい結構でございます。 

0:44:06 ほか規制庁から質問ありますでしょうか。 

0:44:15 はい。当よければ、これにて日本原燃の再処理今か管理施設の一般的にか

かるヒアリングのほうを終わりにしたいと思います。 

0:44:26 はい、本日はありがとうございました。 

0:44:30 ありがとうございました。 


